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議題（２）第２期橋本市子ども・子育て支援事業の実施状況について 

 

第２期橋本市子ども・子育て支援事業計画の施策体系（第 2期計画 28ページ） 
基本目標１ 地域ぐるみの子ども・親の健やかな育み支援 

 

1-1. 地域における子育て支援サービスの充実 
① 地域ぐるみの子育て支援、情報提供と相談活動の充実 

② 子育てを支える交流の機会づくり 

1-2. 教育・保育サービスの充実 

① 教育・保育サービスの量と質の確保 

② 多様な保育サービスの提供 

③ 幼児期の教育・保育の一体的提供 

1-3. 子どもの居場所づくり 

① 放課後児童対策の充実 

② 児童館等を通じた子どもの育み支援 

③ 異世代で交流する居場所づくり 

1-4. 子どもと親の生命と健康を守る取組 

① 講座や教室、相談事業の推進 

② 早期支援・早期発見への取組 

③ 家庭での事故防止の啓発 

④ 食に関する生活習慣の確立と体験学習等の促進 

⑤ 思春期保健対策の充実 

⑥ 小児医療体制・夜間救急医療体制等の充実 

1-5. 学校・家庭・地域の連携の推進 

① 家庭・地域とつながる学校づくり 

② 学校教育環境の充実 

③ 家庭や地域の教育力の向上と活動機会の提供 

④ 青少年団体等の各種団体活動への支援 

⑤ 交流や体験の機会づくり 

基本目標２ 安全で安心して暮らせる環境づくり 

 

2-1. 子どもが安心して暮らせる環境づくり 
① 安全・安心なまちづくり 

② 身近な環境に配慮したやさしいまちづくり 

2-2. 事故から子どもを守る活動 
① 安全な道路交通環境の整備 

② 地域と連携した交通安全の確保 

2-3. 犯罪等の被害から子どもを守る活動 

① 地域ぐるみで犯罪を防止する取組の推進 

② 安全教育の推進 

③ 被害にあった子どもに対するケアの充実 

基本目標３ ワーク・ライフ・バランスの推進 

 
3-1. 仕事と子育ての両立の支援 

① 男性の子育て等、家庭生活への参画促進 

② 男女共同参画の意識の啓発と教育の推進 

3-2. 企業への働きかけの推進 
① 事業主への啓発活動 

② 女性の再就職の支援 

基本目標４ すべての子どもの自立を支える、きめ細やかな取組の推進 

 

4-1. 児童虐待防止対策の推進 

① 児童虐待防止ネットワークの充実 

② 養育支援を必要とする家庭への支援の充実 

③ 子どもの人権を守る取組の推進 

4-2. 家庭における子育て支援の推進 
① 子育て家庭への負担の軽減 

② ひとり親家庭等の自立のための支援 

4-3. 児童発達支援施策の推進 
① 早期発見と療育、教育・保育の充実 

② 支援を必要とする児童へのサービスの充実 

4-4. 子どもの貧困対策の充実 
① 就労等支援の充実 

② 支援を必要とする子どもたちの関係部署へのつなぎ 
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子ども・子育て支援の事業の展開（第 2期計画 48ページ） 

１．教育・保育提供区域の設定 

子ども・子育て支援法では、子ども・子育て支援事業計画の策定にあたり、教育・保育、

地域子ども・子育て支援事業を提供する「教育・保育提供区域」を定め、当該区域ごとに

「量の見込み」や「確保方策」を定めることとしています。 

本市においては、児童人口の推計や市の保育・教育の現状分析等をもとに、国による区

域設定の諸条件等を勘案し、教育・保育提供区域を１区域に設定します。 

 

２．量の見込みと確保の内容の設定 

国の方針では、子ども・子育て支援に係る現在の利用状況及び潜在的な利用希望を把握

したうえで、第１期計画に引き続き、５年間の教育・保育事業及び地域子ども・子育て支

援事業の量の見込みを定めるとともに、その提供体制について、確保の内容及びその実施

時期等を盛り込むこととされています。 

本市においても、平成 31 年に実施した「第２期橋本市子ども・子育て支援事業計画策

定に関するニーズ調査」をもとに、事業の利用実績や現在の供給体制、今後の動向等を踏

まえ、量の見込みを設定し、今後５年間の施設整備、事業の方向性等を考慮し、確保の内

容を設定しています。 

【子育て支援の「給付」と事業の全体像】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

子ども・子育て支援給付 
 

施設型給付 

○認定こども園 

○幼稚園 

○保育所 
 

地域型保育給付 

○小規模保育事業 

（定員は６人以上 19 人以下） 

○家庭的保育事業 

（定員５人以下、保育者の居宅等において

保育を行う） 

○居宅訪問型保育事業 

（子どもの居宅において保育を行う） 

○事業所内保育事業 

（事業所内の施設等において保育を行う） 
 

子育てのための施設等利用給付 

○従来型幼稚園、認可外保育施設、 

預かり保育事業等 
 

児童手当等 

 

地域子ども・子育て支援事業 
 

○ 時間外保育事業 

○ 放課後児童健全育成事業 

○ 子育て短期支援事業 

○ 地域子育て支援拠点事業 

○ 一時預かり事業 

○ 病後児保育事業 

○ 子育て援助活動支援事業 

（ファミリーサポートセンター事業） 

○ 利用者支援事業 

○ 妊婦健診 

○ 乳児全戸訪問事業 

○ 養育支援訪問事業 

○ 実費徴収に係る補足給付事業 

○ 多様な主体が本制度に参入すること

を促進する事業 
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３．教育・保育の見込み量及び確保方策等 

（１）前提となる事項 

市内に居住する０～５歳の子どもについて、現在の保育所、幼稚園、認定こども園の

利用状況にアンケート調査等から把握した利用希望を加味し、令和２年度から令和６

年度までの幼児期の学校教育・保育の「量の見込み」を設定します。 

また、設定した「量の見込み」に対応するよう、「確保方策（教育・保育施設及び地

域型保育事業による確保の内容及び実施時期）」を設定し、必要な教育・保育施設及び

地域型保育事業を整備します。 

確保方策の設定にあたっては、待機児童を出さないことを前提とします。 

【認定区分と提供施設】 

認定区分 
保育の 

必要性 
対象施設・事業 

認定に要する

保育必要量 

１号 
満３歳以上 

なし 幼稚園、認定こども園 教育標準時間 

２号 
あり 

保育所、認定こども園 保育短時間 

保育標準時間 ３号 満３歳未満 保育所、認定こども園、地域型保育事業 

新１号 満３歳以上 なし 幼稚園、特別支援学校等 

不要 新２号 ３～５歳児 
あり 

認定こども園、幼稚園、認可外保育施設、預かり

保育事業、一時預かり事業、病児保育事業、ファ

ミリーサポートセンター事業 新３号 ０～２歳児 

 

４．幼児期の教育・保育の量の見込みと確保の内容・方策（第 2期計画 50ページ） 

【１号認定・２号認定・３号認定の量の見込みと確保の内容】 

（単位：人） 

令和元年度(実績) 令和２年度（実績） 
令和３年度 

（12 月 1 日現在実績） 

１号 ２号 ３号 １号 ２号 ３号 １号 ２号 ３号 

３～５歳 ３～５歳 ０～２歳 ３～５歳 ３～５歳 ０～２歳 ３～５歳 ３～５歳 ０～２歳 

教育のみ 
保育の必

要性あり 

保育の必

要性あり 
教育のみ 

保育の必

要性あり 

保育の必

要性あり 
教育のみ 

保育の必

要性あり 

保育の必要

性あり 

①量の見込み 

（必要利用定員総数） 

376 

（496） 

947 

（820） 

578 

（474） 

 355 

（340） 

960 

（960） 

566 

（539） 

320 

（539） 

933 

（927） 

574 

（525） 

②
確
保
の
内
容 

認定こども園、 

幼稚園、保育所

（教育・保育施設） 

602 878 510 479 879 503 469 857 486 

地域型保育事業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

差（②－①） 226 ▲69 ▲68 124 ▲81 ▲63 149 ▲76 ▲88 
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（単位：人） 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 

１号 ２号 ３号 １号 ２号 ３号 １号 ２号 ３号 

３～５歳 ３～５歳 ０～２歳 ３～５歳 ３～５歳 ０～２歳 ３～５歳 ３～５歳 ０～２歳 

教育のみ 
保育の必

要性あり 

保育の必

要性あり 
教育のみ 

保育の必

要性あり 

保育の必

要性あり 
教育のみ 

保育の必

要性あり 

保育の必

要性あり 

①量の見込み 

（必要利用定員総数） 
287 904 526 261 872 510 244 867 495 

②
確
保
の
内
容 

認定こども園、 

幼稚園、保育所 

（教育・保育施設） 

469 857 486 454 857 486 454 857 486 

地域型保育事業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

差（②－①） 182 ▲47 ▲40 193 ▲15 ▲24 210 ▲10 ▲9 

 

（１） １号認定＜３～５歳児＞ 

 

【事業内容】

満３歳以上の小学校就学前の子どもであって、学校教育のみを受ける子どもの認定区分 

（幼稚園、認定こども園） 

 

【確保の方策】

１号認定については、ニーズの見込量は確保されています。こども園が新設されること

で、保護者の教育・保育サービスの選択の幅が広がるとともに、保護者の就労状況の変化

に関わらない教育・保育の提供が可能となります。 

 

【令和３年度までの取組と今後の方策】≪健康福祉部こども課≫ 

公私連携方式により、令和元年度に幼保連携型認定こども園「学文路さつきこ

ども園」（しみず保育園・学文路幼稚園・清水幼稚園統廃合）、令和 3年 4月には、

同じく「山田さつきこども園」（岸上保育園・山田保育園・柏原保育園統廃合）が

開園しています。 

1号認定については、ニーズの見込み量は確保されています。 

今後のこども園整備計画により、保護者の教育・保育サービスの選択の幅が広

がるとともに、保護者の就労状況が変化しても同施設での教育・保育の提供が可

能となります。 

 

 

（２） ２号認定＜３～５歳児＞ 

 

【事業内容】

満３歳以上の小学校就学前の子どもであって、保育を必要とする子どもの認定区分 

（保育所、認定こども園） 
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【確保の方策】

共働き家庭が増え、２号認定は増える傾向にあり、確保の内容との比較では、平成 28

年度より不足してきました。 

こども園構想整備計画による、令和７年度を目標とした公立こども園の新設の実現に

より、見込み量の確保に努めます。それまでの利用定員の設定については、計画途中での

見直しも含め、保育ニーズ等に十分配慮し、量の確保に努めます。 

 

【令和３年度までの取組と今後の方策】≪健康福祉部こども課≫ 

公私連携方式により、令和元年度に幼保連携型認定こども園「学文路さつきこ

ども園」（しみず保育園・学文路幼稚園・清水幼稚園統廃合）、令和 3年 4月には、

同じく「山田さつきこども園」（岸上保育園・山田保育園・柏原保育園統廃合）が

開園しています。    

2 号認定について、本計画上では令和 2 年度は 81 名、令和 3 年度 12 月 1 日現

在では 76名が不足していますが、定員の弾力化を行うことで対応しています。 

今後のこども園整備計画により、保護者の教育・保育サービスの選択の幅が広

がるとともに、保護者の就労状況が変化しても同施設での教育・保育の提供が可

能となります。 

 

 

（３） ３号認定＜０～２歳児＞ 

 

【事業内容】

満３歳未満の保育を必要とする子どもの認定区分 

（保育所、認定こども園、地域型保育事業） 

 

【確保の方策】

共働き家庭が増え、２号認定とともに３号認定においても増える傾向にあり、出生数が

減っているにも関わらず、0・1 歳児の入園数が増加しています。また幼児教育・保育の

無償化を見込んだ 1・２歳児からの利用も見受けられます。 

こども園構想整備計画による、令和７年度を目標とした公立こども園の新設の実現に

より、見込み量の確保に努めます。それまでの利用定員の設定については、計画途中での

見直しも含め、保育ニーズ等に十分配慮し、量の確保に努めます。 

 

【令和３年度までの取組と今後の方策】≪健康福祉部こども課≫ 

公私連携方式により、令和元年度に幼保連携型認定こども園「学文路さつきこ

ども園」（しみず保育園・学文路幼稚園・清水幼稚園統廃合）、令和 3年 4月には、

同じく「山田さつきこども園」（岸上保育園・山田保育園・柏原保育園統廃合）が

開園しています。 

3 号認定について、本計画上では令和 2 年度は 63 名、令和 3 年度 12 月 1 日現

在では 88名の不足が生じました。また、待機児童数（未入所児を含む）について

は、令和 2年度は 25名の発生でした。今後のこども園整備計画により、受け入れ

枠が広がり、待機児童数の減少が望めます。 
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５．地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保の内容・方策 

 

（１） 時間外保育事業 

 

【事業内容】

保護者の就労形態の多様化、長時間の通勤等に伴う保育時間の延長に対する需要に対

応するため、保育所の開所時間（11 時間）の前後 30 分以上において時間を延長して保育

を実施します。 

 

【量の見込みと確保の内容】 

（単位：人） 
令和元年度 

実績 

令和２年度 

実績 

令和３年度 

(12 月末実績) 
令和４年度 令和５年度 令和６年度 

①量の見込み 364(474) 379(459) 418(443） 432 415 405 

②確保の内容 1,407 1,242 1,350 1,350 1,350 1,372 

差（②－①） 1,043 863 932 918 935 967 

 

【確保の方策】

開所時間（保育標準時間認定）の 11 時間を超えて延長保育を実施している園が、

平成 27 年度の９園から、令和元年度には、公設園６園（紀見・三石保育園、橋本・

高野口・すみだ・応其こども園）、私立７園（みついし・学文路さつきこども園、輝き

の森学園、あやの台幼稚園、あやの台・香久の実・橋本さつき保育園）の計 13 園に

なり、より多様な就労形態等に対応できるようになりました。 

今後も引き続きニーズに応じた延長保育が的確に提供できる体制を確保していき

ます。 

【令和３年度までの取組と今後の方策】≪健康福祉部こども課≫ 

令和 3年度山田さつきこども園が開園し、開所時間（保育標準時間認定）の 11

時間を超えて延長保育を実施している園が、市内で計 14 園となり、より多様な

就労形態等に対応することができるようになりました。 

今後も引き続きニーズに応じた延長保育が的確に提供できる体制を確保して

いきます。 

実施園は、公立 6園（紀見・三石保育園、高野口・すみだ・橋本・応其こども

園）、私立 8園（あやの台保育園、香久の実保育園、橋本さつき保育園、みついし

こども園、輝きの森学園、あやの台幼稚園、学文路さつきこども園、山田さつき

こども園） 

 

 

（２） 放課後児童健全育成事業 

 

Ⅰ 放課後児童健全育成事業（学童保育） 

 

放課後等における児童の健全育成と子育て支援を図るため、就労等の理由で保護者が
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昼間家庭にいない児童に対して、放課後や学校休業中に安心して生活する場所を提供し、

心身の健全な育成を図ることを目的とした事業を実施します。 

 

【確保の方策】

平成 30 年度では、市内 15 小学校のうち、12 小学校において学童保育を実施しました。

また、実施していない３小学校については、タクシー等により、近隣の学童保育に通所し

ました。（小学校は平成 31 年度に 14 校となり、実施していない小学校は 2 校となりまし

た。） 

利用者の増加が著しい地域において、新たな学童保育を開設するかどうかを含め、教育

委員会、学校関係者、学童保育運営団体で協議を行っていきます。また、老朽化の進む専

用施設においては、市の財政状況を考慮しつつ、専用施設の建て直しや学校内の空き教室

への移動を検討します。 

 

橋本小学校区 

（単位：人） 
令和元年度 

実績 

令和２年度 

実績 

令和３年度 

12 月末実績 
令和４年度 令和５年度 令和６年度 

①量の見込み 74(67) 69(84) 77(92) 95 90 88 

②確保の内容 80 120 120 120 120 120 

差（②－①） 6 51 43 25 30 32 

 

紀見小学校区 

（単位：人） 
令和元年度 

実績 

令和２年度 

実績 

令和３年度 

12 月末実績 
令和４年度 令和５年度 令和６年度 

①量の見込み 99(117) 100(106) 102(104) 99 94 91 

②確保の内容 120 120 120 120 120 120 

差（②－①） 21 20 18 21 26 29 

 

境原小学校区 

（単位：人） 
令和元年度 

実績 

令和２年度 

実績 

令和３年度 

12 月末実績 
令和４年度 令和５年度 令和６年度 

①量の見込み 39(33) 36(43) 48(50) 52 60 65 

②確保の内容 40 40 80 80 80 80 

差（②－①） 1 4 32 28 20 15 

 

柱本小学校区 

（単位：人） 
令和元年度 

実績 

令和２年度 

実績 

令和３年度 

12 月末実績 
令和４年度 令和５年度 令和６年度 

①量の見込み 31(25) 29(32) 30(33) 37 36 32 

②確保の内容 40 40 40 40 40 40 

差（②－①） 9 11 10 3 4 8 
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西部小学校区 

（単位：人） 
令和元年度 

実績 

令和２年度 

実績 

令和３年度 

12月末実績 
令和４年度 令和５年度 令和６年度 

①量の見込み 39(46) 24(46) 27(53) 53 55 54 

②確保の内容 40 40 80 80 80 80 

差（②－①） 1 16 53 27 25 26 
 

 

学文路小学校・清水小学校区 

（単位：人） 
令和元年度 

実績 

令和２年度 

実績 

令和３年度 

12月末実績 
令和４年度 令和５年度 令和６年度 

①量の見込み 41(43) 36(40) 31(37) 31 31 30 

②確保の内容 40 40 40 40 40 40 

差（②－①） ▲1 4 9 9 9 10 

 

隅田小学校・恋野小学校区 

（単位：人） 
令和元年度 

実績 

令和２年度 

実績 

令和３年度 

12月末実績 
令和４年度 令和５年度 令和６年度 

①量の見込み 129(131) 122(127) 130(134) 124 117 103 

②確保の内容 160 160 160 160 120 120 

差（②－①） 31 38 30 36 3 17 

 

あやの台小学校区 

（単位：人） 
令和元年度 

実績 

令和２年度 

実績 

令和３年度 

12月末実績 
令和４年度 令和５年度 令和６年度 

①量の見込み 104(98) 110(115) 115(118) 119 120 121 

②確保の内容 120 120 120 120 120 120 

差（②－①） 16 10 5 1 0 ▲1 

 

城山小学校区 

（単位：人） 
令和元年度 

実績 

令和２年度 

実績 

令和３年度 

12 月末実績 
令和４年度 令和５年度 令和６年度 

①量の見込み 90(76) 82(93) 92(93) 97 97 85 

②確保の内容 80 120 120 120 120 120 

差（②－①） ▲10 38 28 23 23 35 

 

三石小学校区 

（単位：人） 
令和元年度 

実績 

令和２年度 

実績 

令和３年度 

12 月末実績 
令和４年度 令和５年度 令和６年度 

①量の見込み 87(88) 74(93) 75(94) 94 89 83 

②確保の内容 80 120 120 120 120 120 

差（②－①） ▲7 46 45 26 31 37 
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高野口小学校区 

（単位：人） 
令和元年度 

実績 

令和２年度 

実績 

令和３年度 

12 月末実績 
令和４年度 令和５年度 令和６年度 

①量の見込み 63(53) 55(74) 61(82) 91 95 95 

②確保の内容 40 80 80 120 120 120 

差（②－①） ▲23 25 19 29 25 25 

 

応其小学校区 

（単位：人） 
令和元年度 

実績 

令和２年度 

実績 

令和３年度 

12 月末実績 
令和４年度 令和５年度 令和６年度 

①量の見込み 65(83) 58(75) 51(78) 85 90 90 

②確保の内容 80 80 80 80 120 120 

差（②－①） 15 22 29 ▲5 30 30 

 

Ⅱ 新放課後子ども総合プランに基づく項目 

 

【事業内容】 

 ●一体型の学童保育及びふれあいルームの令和６年度に達成されるべき目標事業量 

【令和３年度の取組と今後の方策】≪教育委員会 教育総務課・生涯学習課≫ 

令和３年度は、新型コロナウイルスの影響があったものの、学童保育利用児童の

ふれあいルームのプログラムへの参加（一体型の事業）は、夏季休業中を中心に実

施されました。 

  令和４年度においては、新型コロナウイルス感染拡大の動向を踏まえながら、一

体型の事業を実施していきます。 

 

 

●ふれあいルームの令和６年度までの実施計画 

【令和３年度の取組と今後の方策】≪教育委員会 生涯学習課≫ 

令和３年度は新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の影響により、９月は実

施できませんでした。他の月は、感染防止対策を講じた上での実施となりました。

昨年度同様、学校とコーディネーターの連絡調整を密にすること、サポーターへの

感染症に関する注意喚起や協力の依頼などもこれまで以上に行ってきました。 

  これからも、コロナ禍でも、事業を継続して実施できるよう、感染対策をすると

ともに、分散して実施するなど工夫をして実施していきます。 

  また、高学年の授業時間数が増加したことにより、高学年については放課後ふれ

あいルームの企画・参加が難しい状況となっています。高学年は、授業参観や個人

懇談会の学校行事に合わせた開催、地区公民館や児童館・子ども館で土日に開催す

るなど、学校外での計画も今後は考えていく必要があります。 

 

 

●学童保育及びふれあいルームの一体的な、又は連携による実施に関する具体的な方策 

【令和３年度の取組と今後の方策】≪教育委員会 教育総務課・生涯学習課≫ 

令和 3 年度は、年度当初に学童保育実施事業所と連携に関する協議を行いました。

このことにより、連携の理解を得ることができ、学童保育の支援員とふれあいルームの

コーディネーターで情報共有ができました。 
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今後も引き続き連携をしていくよう、情報共有に努めます。 

 

 

●小学校の余裕教室等の学童保育及びふれあいルームへの活用に関する具体的な方策 

【令和３年度の取組と今後の方策】≪教育委員会 教育総務課・生涯学習課≫ 

令和 3 年度学童保育は、学童保育を学校敷地内で実施している 12 校のうち、10 校

で余裕教室を活用して実施しました。また、一部の学童保育においては、余裕教室では

なく、放課後のみ特別教室を利用することで実施したところもありました。 

ふれあいルームについては、担当コーディネーターが学校関係者と打合せを行い、学

校の空き教室や図書室などを利用しました。 

今後も継続して実施できるよう努めていきます。 

 

 

●学童保育及びふれあいルームの実施に係る教育委員会と福祉部局の具体的な連携に関

する方策 

【令和３年度の取組と今後の方策】≪教育委員会 教育総務課・生涯学習課≫ 

学童保育に係る業務は継続して教育委員会に補助執行されており、令和 3 年度にお

いても学童保育及びふれあいルームはともに教育委員会で実施となりました。令和 4

年度も両事業とも教育委員会で実施するため、連携を密にしていきます。 

 

 

●特別な配慮を必要とする児童への対応に関する方策 

【令和３年度の取組と今後の方策】≪教育委員会 教育総務課≫ 

令和 3 年度における特別な配慮を必要とする児童への対応は、これまでと同様に各

学童保育運営団体で受け入れの判断を行い、必要に応じて専門的な知識を有する支援

員を配置し対応しました。 

令和 4 年度においても、引き続き特別な配慮を必要とする児童が学童保育を利用で

きるように努めます。 

 

 

●地域の実情に応じた学童保育の開所時間の延長に係る取組 

【令和３年度の取組と今後の方策】≪教育委員会 教育総務課≫ 

令和 3 年度においても学童保育における開所時間は、それぞれの運営団体が独自で

設定しました。延長保育については各団体で地域の実情に応じ実施されました。令和 4

年度においても現状を継続できるように運営団体と協議等を行っていきます。 

 

 

●学童保育の役割をさらに向上させていくための方策及び利用者や地域住民への周知を

推進させるための方策 

 

【令和３年度の取組と今後の方策】≪教育委員会 教育総務課≫ 

  令和 3 年度は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けつつも異年齢児童の交流等

を通して子どもの健全な育成に寄与できました。地域との交流については、新型コロナ
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ウイルス感染症の影響により、流行前ほど機会を設けることができませんでしたが、各

運営団体でお便り等を通じて、学童保育での保育の様子等を発信しました。 

  令和 4 年度においても新型コロナウイルス感染症の影響を注視しつつ、可能な範囲

で子どもの健全な育成を図るとともに、地域等に情報発信を行っていきます。 

 

 

（３） 子育て短期支援事業 

 

【事業内容】 

家庭での養育が一時的に困難となった家庭の児童や緊急一時的に保護を必要とする母

子を一定期間、養育及び保護を行うことで、安心して子育てができる環境の整備を図るこ

とを目的に、事業実施施設を指定し、当該施設において一定期間、養育及び保護を実施し

ます。 

 

【量の見込みと確保の内容】 

（単位：泊数） 
令和元年度 

実績 

令和２年度 

実績 

令和３年度 

 12 月末実績 
令和４年度 令和５年度 令和６年度 

○1量の見込み 26(26) 22(30) 56(30) 30 30 30 

②確保の内容 300 300 300 300 300 300 

差（②－①） 274 278 244 270 270 270 

 

【確保の方策】 

平成 30 年度は、養育者の入院等により 139 件の利用がありました。 

養育が困難で、児童の保護を要するケースの場合、児童相談所が一時保護を決定するこ

とが多くなっています。 

今後も、養育及び保護を要する児童については、児童相談所との連携のもと取り組んで

いくことが予想されますが、本事業の利用の必要性がある場合は、積極的に活用していき

ます。 

 

【令和３年度までの取組と今後の方策】≪健康福祉部子育て世代包括支援センター≫ 

  児童相談所と連携をし、養育及び保護を要する児童については、一時保護をし、 

養育について悩みや手助けが必要な場合は、保健師や家庭児童相談員等による面談

及び家庭訪問の取組を行いました。 

  今後、コロナ禍の中で、精神的に不安定になった養育者も増加すると思われます。

里親の啓発を行い、短期事業を行う場所を増加させていきます。 
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（４） 地域子育て支援拠点事業 

 

【事業内容】 

就学前の児童やその保護者が交流できる場において、子育てのアドバイスや育児への

不安等、相談できる環境を提供し、家庭訪問等の子育て支援へとつなげる事業を実施しま

す。 

 

【量の見込みと確保の内容】 

（単位：人回/月） 
令和元年度 

実績 

令和２年度 

実績 

令和３年度 

12月末実績 
令和４年度 令和５年度 令和６年度 

①量の見込み 873(1,178) 733(1,122) 801(1,099) 1,092 1,059 1,027 

②確保の内容 1,540 1,420 1,420 1,420 1,420 1,520 

差（②－①） 667 687  619 328 361 493 

 

【確保の方策】 

７箇所ある子育て支援センターごとに独自の取組があるため、親子は地域を限定せず、

自由に市内の子育て支援センターを利用しています。 

今後も地域の子育て支援の拠点として相談及び各種支援を行えるよう体制強化を図り

ます。 

 

【令和３年度までの取組と今後の方策】≪健康福祉部こども課≫ 

地域 7か所に点在する支援センターでは、センターごとの環境等を生かした独自

の事業展開を行っており、親子は地域を限定せず自由に参加しています。 

子育て中の親が広く仲間をつくり、居場所を確保することで孤立化を防ぐととも

に、子育てに不安や悩みを抱えた際、専門家に相談ができる場の提供や、関係機関

につなぐ取組をすることで子育て支援の強化につながります。 

引き続き、地域の中での子育て支援のつながりを、公民館活動やサークルの活動

との連携において図ります。 

 

 

 

（５） 一時預かり事業 

 

【事業内容】

保護者の就労形態の多様化に伴う短時間及び継続的な保育や、保護者の疾病・通院等に

よる緊急時の一時的な保育、あるいは、保護者のリフレッシュ及び冠婚葬祭等による保育

需要に対応するため、一時預かり事業を実施します。幼稚園在園児と認定こども園の１号

認定子どもを対象にしたものとそれ以外のものがあります。 

幼稚園在園児と認定こども園の１号認定子どもを対象とした一時預かりは、３歳から

５歳の児童が対象で、それ以外の対象については、理由を問わず、保育所で一時的に子ど

もを預けることができます。 
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（ア） 幼稚園の一時預かり・１号認定による定期利用 

【量の見込みと確保の内容】 

（単位：人日） 
令和元年度 

実績 

令和２年度 

実績 

令和３年度 

12月末実績 
令和４年度 令和５年度 令和６年度 

①量の見込み 8,101 
8,733 

(13,328) 

7,702 

(12,321) 
11,365 10,337 9,452 

②確保の内容 - 28,942 29,812 29,812 29,812 28,188 

差（②－①） - 20,209 22,110 18,447 19,475 18,736 

（イ）その他の一時預かり（一時保育・トワイライトステイ） 

【量の見込みと確保の内容】 

（単位：人日） 
令和元年度 

実績 

令和２年度 

実績 

令和３年度 

12月末実績 
令和４年度 令和５年度 令和６年度 

①量の見込み 
587(543+44) 

(759) 

305(293+12) 

1,044(740+304) 

276( 272+4 ) 

1,044(740+304) 

1,044 

(740+304) 

1,044 

(740+304) 

1,044 

(740+304)  

②確保の内容 2,500 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 

差（②－①） 1,913 1,735 1,764 996 996 996 

【確保の方策】 

ニーズの見込みに対しては実施施設の拡充も含め、実情に応じた事業の実施に努めま

す。 

 

【令和３年度までの取組と今後の方策】 

≪健康福祉部こども課・子育て世代包括支援センター≫ 

令和 3 年度においては山田さつきこども園の開園により、幼稚園等で主に在園

児（1号認定の教育標準時間認定子ども）を対象に行う「一時預かり事業（幼稚園

型）」を公立 7園（幼稚園 3園、こども園 4園）、私立園 5園（こども園）での実

施となりました。また、保護者の疾病・通院、リフレッシュ及び冠婚葬祭等によ

る一時的な保育需要に対応するために「一時預かり（一般型）」を公立・私立保育

園 2園で実施しました。 

今後も引き続き、それぞれの類型ごとのニーズに応じた一時預かりが的確に提

供できる体制を確保していきます。 

令和元年度のトワイライトの利用世帯は 4 世帯、うち 1世帯で延べ 4 日の夜間

養護の利用がありました。 

また、令和 2 年度でのトワイライト利用世帯は 2 世帯、2 世帯とも夜間養護の

利用があり延べ 6日の利用がありました。 

ひとり親家庭の増加や核家族化が進んでいる中で、今後も利用が見込まれるた

め、受け入れ先の確保に努めていく必要があります。また、養育者が事業所へ送

ることができない場合は、ファミリーサポートセンターの併用を周知し、事業の

実施をしていきます。 
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（６） 病後児保育事業 

 

【事業内容】 

病気の症状安定期や病気回復期にあり、集団保育等が困難、かつ保護者が就労等により

児童を家庭で養育することができない期間に、一時的に保育・看護を行います。 

 

【量の見込みと確保の内容】 

（単位：人日） 
令和元年度 

実績 

令和２年度 

実績 

令和３年度 

12月末実績 
令和４年度 令和５年度 令和６年度 

① 量の見込み 10(346) 0(116) 10(116) 116 116 116 

②確保の内容 580 580 580 580 580 580 

差（②－①） 570 580 570 464 464 464 

 

【確保の方策】 

現状の施設で確保が可能であると考えられますが、今後も市内保護者への啓発に努め

るとともに、事業実施園と協議のうえ、サービスの提供方法について検討を進めます。 

 

【令和３年度までの取組と今後の方策】≪健康福祉部こども課≫ 

新制度の開始後も継続事業として私立保育園１園にて実施しています。令和 2

年度は 0 人、令和 3 年 12 月末現在、10 人の利用がありました。本市のセーフテ

ィネットとしての位置づけとして欠かせないものであるため、今後も、病後児保

育サービスの提供方法について検討を進めます。 

 

 

（７） 子育て援助活動支援事業（ファミリーサポートセンター） 

 

【事業内容】 

地域で子育ての支援をするために、育児の援助を受けたい人と育児の援助を行いたい

人が互いに会員登録をし、センターの橋渡しにより、様々な育児の手助けを行う事業を実

施します。 

 

【量の見込みと確保の内容】 

（単位：件） 
令和元年度 

実績 

令和２年度 

実績 

令和３年度 

12月末実績 
令和４年度 令和５年度 令和６年度 

①量の見込み 
1,401 

(1,350) 

764 

(1,350) 

715 

(1,350) 
1,350 1,350 1,350 

②確保の内容 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 

差（②－①） ▲51 586 635 0 0 0 

 

【確保の方策】    

より安全な援助活動を行うため、提供会員へのスキルアップ研修を実施するとともに、
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おためし体験等の取組により、センターの機能強化や制度の周知、提供会員の増員に努め

ます。 

 

【令和３年度までの取組と今後の方策】≪健康福祉部こども課≫ 

  従前、提供会員のスキルアップを図るため定期的に研修会を実施していたが、新型

コロナウイルス感染症の影響により、オンライン形式で実施しました。会員向けの

交流を兼ねた各イベントも、少人数を条件に、感染症の感染防止対策を講じなが

ら開催しました。 

  子育ての依頼があれば、安全確認を行ったうえでできるだけ依頼を受ける体制

を整えていましたが、保護者の在宅ワークの増加もあり、支援依頼は減少してい

ます。 

  今後も地域の子育て支援を担うべく、提供会員のスキルアップに向けた研修の

充実や、センターの制度周知や機能強化を図り、登録会員の増員に努めます。 

 

 

（８） 利用者支援事業 

 

【事業内容】 

多様な教育・保育や子育て支援事業により、きめ細やかな子育て支援に努め、育児不安・

育児負担の軽減のため、個々のニーズに応じて、確実に提供する必要があります。子ども

やその保護者が、幼稚園・保育所等での教育・保育、一時預かり事業、学童保育等の地域

子育て支援事業等の中から適切なものを選択し、円滑に利用できるよう、利用者支援事業

を実施します。 

 

【量の見込みと確保の内容】 

（単位：箇所） 
令和元年度 

実績 

令和２年度 

実績 

令和３年度 

12月末実績 
令和４年度 令和５年度 令和６年度 

①量の見込み 2(1) 1(1) 1(1) 1 1 1 

②確保の内容 1 1 1 1 1 1 

差（②－①） ▲１ 0 0 0 0 0 

 

【確保の方策】 

多様な子育て支援サービスに利用について、利用者支援機能を果たすため、日常的に地

域の様々な子育て支援関係者及び市関係機関との連携に努め、切れ目のない支援を提供

します。 

 

【令和３年度までの取組と今後の方策】 

≪健康福祉部子育て世代包括支援センター≫ 

利用者支援事業の母子保健型として、平成 29 年 4 月より開設した子育て世代

包括支援センター（愛称ハートブリッジ）は、平成 31年 4月に一つの課として設

置されました。妊娠期から 18 歳までの子育てに関わる総合相談窓口としての認

知度は上がってきています。設置当初は関係機関からの相談が多かったが、保護

者や祖父母等当事者からの相談も増加しています。令和 2 年度の来所相談は延べ

人数 1,672件、電話相談の延べ人数は 6,679件となっています。 
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今後も、利用者支援機能を果たしていくため、多職種、他機関との連携の強化

を図っていきます。 

 

 

（９）妊婦健診 

 

【事業内容】 

妊婦の健康の保持及び増進を図るため、妊婦に対する健康診査として、健康状態の把握、

検査計測、保健指導を実施するとともに、妊娠期間中の適時に必要に応じた医学的検査を

実施します。 

 

【量の見込みと確保の内容】 

（単位：人日） 
令和元年度 

実績 

令和２年度 

実績 

令和３年度 

12月末実績 
令和４年度 令和５年度 令和６年度 

①量の見込み 380(378) 367(357) 266(346) 337 326 314 

②確保の内容 430 441 441 441 441 441 

差（②－①） 50 74 175 104 115 127 

 

【確保の方策】 

安心して妊娠・出産につなげられるよう、早期届出について啓発に努めます。 

 

【令和３年度までの取組と今後の方策】 

≪健康福祉部子育て世代包括支援センター≫ 

  妊娠届出時に妊婦健診受診票を交付しています。令和 2 年度の実績は 367 名で

すが、そのうち 32 名は年度途中での転入者です。妊娠届出者は年々緩やかな減

少傾向にあります。 

  妊娠届出者（途中転入者を除く）のうち、満 11 週以内の早期届出者は 325 名

（97.0％）となっていますが、予期していない妊娠等で出産を迷っていたり、妊

娠に気が付かなかったり等の理由により、中期以降の妊娠届出者が 10名（3.0％）

となっています。 

  平成 21 年度より妊婦健診の助成を大幅に拡充し、現在は 14 回 22 枚の受診券

（91,190円）を発行しています。里帰り出産等で県外の医療機関を受診される場

合でも、医療機関と委託契約の働きかけを行い、できるだけ受診票が使用できる

ように努めています。 

  安心して妊娠期を過ごし、安全に出産できるよう、健診費用の助成を継続して

実施していきます。また、早期届出の啓発も行っていきます。 

 

 

 

（10）乳児全戸訪問事業 

 

【事業内容】 

生後４か月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、子育てに関する様々な悩みを聞

き、子育て支援に関する情報提供や養育環境等の把握や助言を行う事業を実施します。 
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【量の見込みと確保の内容】 

（単位：人日） 
令和元年度 

実績 

令和２年度 

実績 

令和３年度 

12月末実績 
令和４年度 令和５年度 令和６年度 

①量の見込み 221(378) 208(357) 183(346) 337 326 314 

②確保の内容 378 357 346 337 326 314 

差（②－①） 157 149 163 0 0 0 

 

【確保の方策】 

支援が必要な家庭に対して適切なサービス提供に結びつけるため、着実に事業を実施

するとともに、母子保健推進員の活動について啓発を充実することで勧奨に努めます。 

 

【令和３年度までの取組と今後の方策】 

≪健康福祉部子育て世代包括支援センター≫ 

  乳児全戸訪問事業は、子育て世代包括支援センター窓口での新生児出生連絡票提

出時に家庭訪問の了承を取れた家庭に対して、橋本市長の委嘱を受けた母子保健推

進員が、生後 2～3か月くらいに訪問しています。 

  訪問の了承が取れない家庭が、１割程度ありました。また、了承は取れていても

なかなか連絡が取れなかったり、長く里帰りをしているなどの理由により、配布資

料をポストに投函するだけに終わる場合もあります。 

  令和 2年度、3年度はコロナウイルス感染症の影響により、対面するのは極力控

え、電話で母子の体調や不安や心配がないかを聞き取るなど、感染予防に配慮しつ

つ、母子を支える取組を実施してきました。 

  母子保健推進員の訪問が困難な場合は、保健師が必要に応じて訪問するといった

連携を取っています。 

  育児困難な家庭は増加してきており、その早期発見、早期対応のためには、乳児

全戸訪問は大切な事業です。子育て中の家庭を地域で支えていく取組として、今後

も母子推進員活動について啓発していきます。 

 

 

（11）養育支援訪問事業 

 

【事業内容】 

養育支援が特に必要であると判断した家庭に対し、保健師・助産師・保育士等がその居

宅を訪問し、養育に関する指導、助言等を行う事業を実施します。 

 

【量の見込みと確保の内容】 

（単位：人日） 
令和元年度 

実績 

令和２年度 

実績 

令和３年度 

12月末実績 
令和４年度 令和５年度 令和６年度 

①量の見込み 18(400) 10(500) 11(500) 500 500 500 

②確保の内容 400 500 500 500 500 500 

差（②－①） 382 490 489 0 0 0 

【確保の方策】 



[18] 

 

要保護児童地域対策協議会等を通じ、養育支援が必要であると判断された家庭に対し

て、確実に訪問できるよう、支援力のアップにつなげていきます。また、ファミリーサポ

ートセンターと連携を図り、きめ細かな支援に努めます。 

 

【令和３年度までの取組と今後の方策】 

≪健康福祉部子育て世代包括支援センター≫ 

  保健師によりアセスメントで養育が必要であると認められた場合、要保護児童

地域対策協議会事務局とケース会議を行い、支援の期間等を決め、支援しました。  

また、必要に応じて家庭児童相談員につなげ、家庭訪問等を行い養育に関する

助言等を行いました。 

地域間のつながりが希薄になっている現代社会において、本事業の必要性は高

まってくると考えられるため、内容・量ともに充実させていく予定です。 

 

 

（12）その他 

 

① 実費徴収に係る補足給付を行う事業 

 

【事業内容】 

保護者の世帯所得の状況等を勘案して、特定教育・保育施設等に対して保護者が支払う

べき日用品、文房具、その他の教育・保育に必要な物品の購入に要する費用、または行事

への参加に要する費用等を助成する事業。 

 

【確保の方策】 

地域の実情と勘案しながら実施を検討します。 

【令和３年度までの取組と今後の方策】≪健康福祉部こども課≫ 

急速な少子化の進行への総合的な対策と、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼

児期の教育・保育の重要性から、子育てを行う家庭の経済的負担の軽減を図るため、

令和元年 5 月子ども・子育て支援法が改正され、同年 10 月から幼児教育・保育の

利用料が無償化となりました。またきょうだいの有無や年齢・階層によっては、副

食費の軽減や免除があります。 

制度の実施については、地域の実情及び利用ニーズを踏まえ検討していきます。 

 

  

② 多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業 

 

【事業内容】 

特定教育・保育施設等への民間事業者参入の促進に関する調査研究、その他多様な事業

者の能力を活用した特定教育・保育施設等の設置、または運営を促進するための事業。 

 

【確保の方策】 

地域の教育・保育需要に沿った教育・保育施設、地域子ども・子育て支援事業の量的拡

大を進めるため、多様な事業者の新規参入を図ります。 
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【令和３年度までの取組と今後の方策】≪健康福祉部こども課≫ 

令和 3年度より、地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活

動事業の利用支援事業が追加され、幼児教育・保育の無償化の給付を受けていない

事業者で、本事業の一定の要件を満たす施設等事業を利用する満 3歳以上の幼児の

保護者が支払う利用料について免除となります。 

多様な主体が子ども・子育て支援制度に参入することへの促進とその能力活用な

ど制度の実施については、地域の実情及び利用ニーズを踏まえ検討していきます。 

 

 

６．教育・保育の提供及び推進体制の確保について 

 

（１） 幼児期の教育・保育の一体的提供及び当該教育・保育の推進に関する体制の確保

の内容 

 

こども園の整備については、令和３年度に公私連携幼保連携型認定こども園を１園、

令和７年度には公立の認定こども園１園の開園をめざしています。乳幼児数・園児数の

動向を踏まえ、こども園の整備を進めます。 

また、子どもたちが幼児教育から小学校教育へ円滑に移行するための取組として、保

育者と教員が相互参観や合同参観する機会、園児と小学生が交流する機会、小学校区内

の園児同士が交流する機会等を計画的に実施していきます。また、保護者と教員が合同

研修する機会を通じて、発達や学びの連続性の大切さを確認し合い、より充実した教

育・保育に努めます。 

【こども園構想等整備計画】 

計画年度 施設名等 ※〈 〉には運営法人を記載 

令和元年度 公立 柏原保育園 閉園  山田さつきこども園整備計画に伴う閉園 

令和２年度 公立 岸上保育園・山田保育園  山田さつきこども園整備計画に伴う閉園 

令和３年度 

民設民営 山田さつきこども園 〈社会福祉法人寿翔永会〉（４月１日開園） 

       柏原・岸上・山田保育園（公立３園）の統廃合 

公立 児童発達支援事業所 たんぽぽ園（４月１日新築移転による開園） 

令和４年度 公立 柱本幼稚園 閉園  (仮)紀見こども園整備計画に伴う閉園 

令和６年度 公立 紀見保育園、紀見・境原幼稚園 閉園  (仮)紀見こども園整備計画に伴う閉園 

令和７年度 
公立 （仮）紀見こども園（４月１日開園目標） 

紀見保育園、紀見・境原・柱本幼稚園（公立４園） の統廃合 

(公私連携) 
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【令和３年度までの取組と今後の方策】≪健康福祉部こども課≫ 

令和 2年度末で公立園である岸上・山田保育園が閉園し、令和 3年度に公私連携

方式による民設民営の山田さつきこども園が開園しています。 

岸上保育園の閉園に伴い、公立園での 0歳児保育を継続するため、令和 3年度か

ら紀見保育園にて 0歳児保育を実施しています。 

また、令和 3年度からたんぽぽ園の新築移転により、定員を 20名から 25名に拡

大し、新園舎での運営を開始しています。 

北部地域については本市の教育・保育の現状、今後の公立園の果たすべき役割等

を充分検討し、（仮）紀見こども園整備計画の実現化に取り組んでいきます。 

 

 

（２）子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保について 

幼児教育・保育の無償化に伴い、「子育てのための施設等利用給付」が創設されまし

た。 

新制度未移行幼稚園の保育料や幼稚園・こども園での預かり保育料、認可外保育施設

等の利用に伴う施設等利用給付について、公正かつ適正な支給の確保、保護者の経済的

負担の軽減や利便性等を勘案しつつ、給付方法の検討を行うとともに、特定子ども・子

育て支援施設等の確認や指導監督等、法に基づく事務の執行や権限の行使について、円

滑な実施の確保に向けた取組が重要となっています。 

本市では、給付申請について、制度の周知を図るとともに、保護者の利便性や過誤請

求・支払いの防止等を考慮し、保育所等の施設で取りまとめ、保護者への支払いは年 4 

回とする等、施設等利用給付の公正かつ適正な支給の確保に取り組むこととします。 

 

【令和３年度の取組と今後の方策】≪健康福祉部こども課≫ 

  令和元年 10 月からの幼児教育・保育の無償化に伴い、「子育てのための施設等利用

給付」が創設され、新制度への未移行幼稚園の保育料他についても給付対象となりまし

た。 

未移行園の保育料、幼稚園・こども園での預かり保育料、認可外保育施設等利用に伴

う施設等利用給付については、令和 2 年度には 86 名に、令和 3 年 12 月末現在では 68

名に年 4 回（1.4.7.10 月）支払いました。 
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資料編   評価指標一覧（一部抜粋）（第 2期計画 65ページ） 

 

基本目標１ 地域ぐるみの子ども・親の健やかな育み支援 

活動指標 
実績値 

（令和元年度） 

実績値 

（令和 2 年度） 

実績値 

（令和 3 年 12 月末） 

目標値 

（令和５年度） 

 １-１．地域における子育て支援サービスの充実 

ファミリーサポートセンターへの登録

会員数 

(依頼会員) 

376 人 

(提供会員) 

165 人 

(両方会員)  

27 人 

(依頼会員) 

375 人 

(提供会員) 

168 人 

(両方会員)  

29 人 

(依頼会員) 

400 人 

(提供会員) 

168 人 

(両方会員) 

29 人 

(依頼会員) 

370 人 

(提供会員) 

170 人 

(両方会員)   

30 人 

 １-２．教育・保育サービスの充実 

公的研修等の開催回数・参加人数 ２回・約 200 人 5 回・84 人 2 回・40 人 ２回・220 人 

 １-３．子どもの居場所づくり 

子ども館・児童館利用数 32,840 人 14,595 人 12,345 人 30,000 人 

 １-４．子どもと親の生命と健康を守る取組 

いのちを育む授業の開催回数・参加人数 

（小学 4 年生・中学 3 年生） 

小学 4 年生 

14 校 14 回  

473 人 

中学 3 年生    

6 校 17 回  

446 人 

小学 4 年生  

8 校 9 回           

281 人 

中学 3 年生   

6 校 15 回        

437 人 

小学 4 年生 

12 校 14 回       

436 人 

中学 3 年生   

5 校 14 回        

380 人 

小学 4 年生  

14 校 13 回       

450 人 

中学 3 年生  

６校 15 回    

400 人 

 １-５．学校・家庭・地域の連携の推進 

ふれあいルーム等の開催回数 557 回 216 回 221 回 500 回 

 

基本目標２ 安全で安心して暮らせる環境づくり 

活動指標 
実績値 

（令和元年度） 

実績値 

（令和 2 年度） 

実績値 

（令和 3 年 12 月末） 

目標値 

（令和５年度） 

 ２-１．子どもが安心して暮らせる環境づくり 

学校・園等での防災教育実施状況 

（中学校、小学校、保育所・幼稚園等） 

（毎年 １回、毎月 １回） 

100％ 100％ 

 

100％ 100％ 

 ２-２．事故から子どもを守る活動 

登下校の見守り活動 

（ボランティア登録者数） 
486 件 377 件 226 件 450 件 
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基本目標３ ワーク・ライフ・バランスの推進 

活動指標 
実績値 

（令和元年度） 

実績値 

（令和 2 年度） 

実績値 

（令和 3 年 12 月末） 

目標値 

（令和５年度） 

 ３-１．仕事と子育ての両立の支援 

父親向けの子育てイベント等 

開催回数・参加者数 

12 回 

78 組 

 10 回 

74 組 

 ９回 

60 組 

20 回 

100 組 

 ３-２．企業への働きかけの推進 

ワーク・ライフ・バランスに関する制

度 

説明資料等の配布 

1,380 件 243 件 127 件 1,000 件 

 

基本目標４ すべての子どもの自立を支える、きめ細やかな取組の推進 

活動指標 
実績値 

（令和元年度） 

実績値 

（令和 2 年度） 

実績値 

（令和 3 年 12 月末） 

目標値 

（令和５年度） 

  ４-１．児童虐待防止対策の推進 

虐待防止に関する研修会の開催回数・参

加者数 

3 回 

120 人 

2 回 

65 人 

１回 

20 人 

3 回 

350 人 

  ４-２．家庭における子育て支援の充実 

就労支援の実施状況 13 件 23 件 6 件 30 件 

  ４-３．児童発達支援施策の推進 

発達相談員による研修会等の開催回数・

参加者数 

１回 

125 人 

0 回 

0 人 

1 回 

71 人 

1 回 

100 人 

  ４-４．子どもの貧困対策の充実 

子どもの貧困対策に関する研修会・説明

会等の開催回数・参加者数（累計） 

9 回 

273 人 

１回 

59 人 

0 回 

0 人 

30 回 

1,000 人 

 


